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◎
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
表 

○
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
（
抄
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改 
 

 

正 
 

 

案 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

現 
 

 
 

 
 

行 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

第
三
節
の
二 

在
留
特
別
許
可 

第
五
十
条 

法
務
大
臣
は
、
外
国
人
が
退
去
強
制
対
象
者
に
該
当
す
る
場
合
で

あ
つ
て
も
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
外
国
人
か

ら
の
申
請
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当

該
外
国
人
の
在
留
を
特
別
に
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
外

国
人
が
無
期
若
し
く
は
一
年
を
超
え
る
拘
禁
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
（
刑
の
全

部
の
執
行
猶
予
の
言
渡
し
を
受
け
た
者
及
び
刑
の
一
部
の
執
行
猶
予
の
言
渡

し
を
受
け
た
者
で
あ
つ
て
そ
の
刑
の
う
ち
執
行
が
猶
予
さ
れ
な
か
つ
た
部
分

の
期
間
が
一
年
以
下
の
も
の
を
除
く
。
）
又
は
第
二
十
四
条
第
三
号
の
二
、

第
三
号
の
三
若
し
く
は
第
四
号
ハ
若
し
く
は
オ
か
ら
ヨ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
者
で
あ
る
場
合
は
、
本
邦
へ
の
在
留
を
許
可
し
な
い
こ
と
が
人
道

上
の
配
慮
に
欠
け
る
と
認
め
ら
れ
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に

限
る
。 

一 

〔
略
〕 

二 

〔
略
〕 

三 

未
成
年
者
で
あ
つ
て
次
の
イ
若
し
く
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

の
又
は
当
該
未
成
年
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
家
族
の
構
成
員
で
あ
る

と
き
。 

第
三
節
の
二 

在
留
特
別
許
可 

第
五
十
条 

法
務
大
臣
は
、
外
国
人
が
退
去
強
制
対
象
者
に
該
当
す
る
場
合
で

あ
つ
て
も
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
外
国
人
か

ら
の
申
請
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当

該
外
国
人
の
在
留
を
特
別
に
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
外

国
人
が
無
期
若
し
く
は
一
年
を
超
え
る
拘
禁
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
（
刑
の
全

部
の
執
行
猶
予
の
言
渡
し
を
受
け
た
者
及
び
刑
の
一
部
の
執
行
猶
予
の
言
渡

し
を
受
け
た
者
で
あ
つ
て
そ
の
刑
の
う
ち
執
行
が
猶
予
さ
れ
な
か
つ
た
部
分

の
期
間
が
一
年
以
下
の
も
の
を
除
く
。
）
又
は
第
二
十
四
条
第
三
号
の
二
、

第
三
号
の
三
若
し
く
は
第
四
号
ハ
若
し
く
は
オ
か
ら
ヨ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
者
で
あ
る
場
合
は
、
本
邦
へ
の
在
留
を
許
可
し
な
い
こ
と
が
人
道

上
の
配
慮
に
欠
け
る
と
認
め
ら
れ
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に

限
る
。 

一 

永
住
許
可
を
受
け
て
い
る
と
き
。 

二 

か
つ
て
日
本
国
民
と
し
て
本
邦
に
本
籍
を
有
し
た
こ
と
が
あ
る
と
き
。 

〔
新
設
〕 
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イ 

本
邦
で
出
生
し
そ
の
後
引
き
続
き
本
邦
に
在
留
し
て
い
る
者 

ロ 

本
国
に
居
住
し
て
い
た
期
間
よ
り
長
い
期
間
本
邦
に
在
留
し
て
い
る

者
そ
の
他
本
邦
に
在
留
し
て
い
る
期
間
が
長
期
間
に
及
び
、
本
邦
に
定

着
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
者 

四 

〔
略
〕 

 

五 

〔
略
〕 

 

六 

〔
略
〕 

 ２
～
４ 

〔
略
〕 

５ 

法
務
大
臣
は
、
在
留
特
別
許
可
を
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
当
た
つ
て

は
、
当
該
外
国
人
に
つ
い
て
、
在
留
を
希
望
す
る
理
由
、
家
族
関
係
、
素

行
、
本
邦
に
入
国
す
る
こ
と
と
な
つ
た
経
緯
、
本
邦
に
在
留
し
て
い
る
期

間
、
そ
の
間
の
法
的
地
位
、
退
去
強
制
の
理
由
と
な
つ
た
事
実
及
び
人
道
上

の
配
慮
の
必
要
性
を
考
慮
す
る
ほ
か
、
内
外
の
諸
情
勢
及
び
本
邦
に
お
け
る

不
法
滞
在
者
に
与
え
る
影
響
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
外
国
人
が
未
成
年
者
で
あ
る
と
き
は
、
児
童
の
権

利
に
関
す
る
条
約
に
係
る
児
童
の
権
利
に
関
す
る
委
員
会
そ
の
他
の
国
際
機

関
に
よ
る
見
解
を
踏
ま
え
、
同
条
約
第
三
条
１
の
規
定
に
基
づ
き
児
童
の
最

善
の
利
益
を
主
と
し
て
考
慮
す
る
と
と
も
に
、
当
該
未
成
年
者
に
家
族
が
あ

る
と
き
は
、
当
該
未
成
年
者
及
び
そ
の
家
族
が
我
が
国
に
在
留
で
き
る
よ
う

特
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。 

    

三 

人
身
取
引
等
に
よ
り
他
人
の
支
配
下
に
置
か
れ
て
本
邦
に
在
留
す
る
も

の
で
あ
る
と
き
。 

四 

第
六
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
難
民
の
認
定
又
は
同
条
第
二
項

に
規
定
す
る
補
完
的
保
護
対
象
者
の
認
定
を
受
け
て
い
る
と
き
。 

五 

そ
の
他
法
務
大
臣
が
特
別
に
在
留
を
許
可
す
べ
き
事
情
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
。 

２
～
４ 

〔
略
〕 

５ 

法
務
大
臣
は
、
在
留
特
別
許
可
を
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
当
た
つ
て

は
、
当
該
外
国
人
に
つ
い
て
、
在
留
を
希
望
す
る
理
由
、
家
族
関
係
、
素

行
、
本
邦
に
入
国
す
る
こ
と
と
な
つ
た
経
緯
、
本
邦
に
在
留
し
て
い
る
期

間
、
そ
の
間
の
法
的
地
位
、
退
去
強
制
の
理
由
と
な
つ
た
事
実
及
び
人
道
上

の
配
慮
の
必
要
性
を
考
慮
す
る
ほ
か
、
内
外
の
諸
情
勢
及
び
本
邦
に
お
け
る

不
法
滞
在
者
に
与
え
る
影
響
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
。 
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６
～

 

〔
略
〕 

 
（
仮
滞
在
の
許
可
を
受
け
た
者
の
在
留
資
格
の
取
得
） 

第
六
十
一
条
の
二
の
五 

〔
略
〕 

                

２ 

法
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
当

た
つ
て
は
、
当
該
外
国
人
に
つ
い
て
、
在
留
を
希
望
す
る
理
由
、
家
族
関

係
、
素
行
、
本
邦
に
入
国
す
る
こ
と
と
な
つ
た
経
緯
、
本
邦
に
在
留
し
て
い

６
～

 

〔
略
〕 

 

（
仮
滞
在
の
許
可
を
受
け
た
者
の
在
留
資
格
の
取
得
） 

第
六
十
一
条
の
二
の
五 

法
務
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を

受
け
た
外
国
人
に
対
し
、
当
該
外
国
人
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
と
き
は
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
在
留
資
格
の
取
得
を
許

可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
外
国
人
が
無
期
若
し
く
は
一
年
を

超
え
る
拘
禁
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
（
刑
の
全
部
の
執
行
猶
予
の
言
渡
し
を
受

け
た
者
及
び
刑
の
一
部
の
執
行
猶
予
の
言
渡
し
を
受
け
た
者
で
あ
つ
て
そ
の

刑
の
う
ち
執
行
が
猶
予
さ
れ
な
か
つ
た
部
分
の
期
間
が
一
年
以
下
の
も
の
を

除
く
。
）
又
は
第
二
十
四
条
第
三
号
の
二
、
第
三
号
の
三
若
し
く
は
第
四
号

ハ
若
し
く
は
オ
か
ら
ヨ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
疑
う
に
足
り
る
相

当
の
理
由
が
あ
る
者
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
外
国
人
に
対
し
、
在
留
資
格
の

取
得
を
許
可
し
な
い
こ
と
が
人
道
上
の
配
慮
に
欠
け
る
と
認
め
ら
れ
る
特
別

の
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に
限
る
。 

一 

か
つ
て
日
本
国
民
と
し
て
本
邦
に
本
籍
を
有
し
た
こ
と
が
あ
る
と
き
。 

二 

人
身
取
引
等
に
よ
り
他
人
の
支
配
下
に
置
か
れ
て
本
邦
に
在
留
す
る
も

の
で
あ
る
と
き
。 

三 

そ
の
他
法
務
大
臣
が
在
留
資
格
の
取
得
を
許
可
す
べ
き
事
情
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
。 

２ 
法
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
当

た
つ
て
は
、
当
該
外
国
人
に
つ
い
て
、
在
留
を
希
望
す
る
理
由
、
家
族
関

係
、
素
行
、
本
邦
に
入
国
す
る
こ
と
と
な
つ
た
経
緯
、
本
邦
に
在
留
し
て
い
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る
期
間
、
そ
の
間
の
法
的
地
位
、
在
留
資
格
未
取
得
外
国
人
と
な
つ
た
経
緯

及
び
人
道
上
の
配
慮
の
必
要
性
を
考
慮
す
る
ほ
か
、
内
外
の
諸
情
勢
及
び
本

邦
に
お
け
る
不
法
滞
在
者
に
与
え
る
影
響
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
す
る
も
の

と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
五
十
条
第
五
項
後
段
の
規
定
を
準
用

す
る
。 

３ 

〔
略
〕 

 

（
退
去
強
制
手
続
と
の
関
係
） 

第
六
十
一
条
の
二
の
九 

〔
略
〕 

２ 

〔
略
〕 

３ 

〔
略
〕 

        

４ 

前
項
の
規
定
は
、
同
項
の
在
留
資
格
未
取
得
外
国
人
が
無
期
若
し
く
は
三

年
以
上
の
拘
禁
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
（
刑
の
全
部
の
執
行
猶
予
の
言
渡
し
を

受
け
た
者
又
は
刑
の
一
部
の
執
行
猶
予
の
言
渡
し
を
受
け
た
者
を
除
く
。
）

又
は
第
二
十
四
条
第
三
号
の
二
、
第
三
号
の
三
若
し
く
は
第
四
号
オ
か
ら
カ

る
期
間
、
そ
の
間
の
法
的
地
位
、
在
留
資
格
未
取
得
外
国
人
と
な
つ
た
経
緯

及
び
人
道
上
の
配
慮
の
必
要
性
を
考
慮
す
る
ほ
か
、
内
外
の
諸
情
勢
及
び
本

邦
に
お
け
る
不
法
滞
在
者
に
与
え
る
影
響
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
す
る
も
の

と
す
る
。 

 

３ 

〔
略
〕 

 

（
退
去
強
制
手
続
と
の
関
係
） 

第
六
十
一
条
の
二
の
九 

〔
略
〕 

２ 

〔
略
〕 

３ 

第
六
十
一
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
申
請
を
し
た
在
留
資
格
未
取
得

外
国
人
で
、
第
六
十
一
条
の
二
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て

い
な
い
も
の
又
は
当
該
許
可
に
係
る
仮
滞
在
期
間
が
経
過
す
る
こ
と
と
な
つ

た
も
の
（
同
条
第
五
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
に
該
当
す
る

も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
第
五
章
に
規
定
す
る
退
去
強
制
の
手
続
を
行

う
場
合
に
は
、
同
条
第
五
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
由
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
ま
で
の
間
は
、
第
五
十
二
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
る
送
還
（
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
引
渡
し
及
び
第
五
十
九
条

の
規
定
に
よ
る
送
還
を
含
む
。
）
を
停
止
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 
前
項
の
規
定
は
、
同
項
の
在
留
資
格
未
取
得
外
国
人
が
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
適
用
し
な
い
。 

一 

第
六
十
一
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
申
請
前
に
当
該
在
留
資
格
未

取
得
外
国
人
が
本
邦
に
あ
る
間
に
二
度
に
わ
た
り
こ
れ
ら
の
申
請
を
行
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ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
と
疑
う
に
足
り
る
相
当
の
理
由
が
あ
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
適
用
し
な

い
。 

い
、
い
ず
れ
の
申
請
に
つ
い
て
も
第
六
十
一
条
の
二
の
四
第
五
項
第
一
号

又
は
第
二
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
が
あ
る
者

（
第
六
十
一
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
申
請
に
際
し
、
難
民
の
認
定

又
は
補
完
的
保
護
対
象
者
の
認
定
を
行
う
べ
き
相
当
の
理
由
が
あ
る
資
料

を
提
出
し
た
者
を
除
く
。
） 

二 

無
期
若
し
く
は
三
年
以
上
の
拘
禁
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
（
刑
の
全
部
の

執
行
猶
予
の
言
渡
し
を
受
け
た
者
又
は
刑
の
一
部
の
執
行
猶
予
の
言
渡
し

を
受
け
た
者
を
除
く
。
）
又
は
第
二
十
四
条
第
三
号
の
二
、
第
三
号
の
三

若
し
く
は
第
四
号
オ
か
ら
カ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
若
し
く
は

こ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
疑
う
に
足
り
る
相
当
の
理
由
が
あ
る

者 
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○
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
令
和
五
年
法
律
第
五
十
六
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
四
条
関
係
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改 
 

 

正 
 

 

案 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

現 
 

 
 

 
 

行 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

附 

則 

（
拘
禁
刑
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
十
九
条 

〔
略
〕 

２ 

刑
法
施
行
日
以
後
に
お
け
る
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
二
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
旧
刑
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
に
規
定
す
る
懲
役
（
以
下

「
懲
役
」
と
い
う
。
）
又
は
旧
刑
法
第
十
三
条
に
規
定
す
る
禁
錮
（
以
下

「
禁
錮
」
と
い
う
。
）
に
処
せ
ら
れ
た
者
に
係
る
第
二
条
改
正
後
入
管
法
第

五
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
六
十
一
条
の
二
の
五
第
一
項
た
だ
し
書
及
び

第
六
十
一
条
の
二
の
九
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
無
期
の
懲
役

又
は
禁
錮
に
処
せ
ら
れ
た
者
は
そ
れ
ぞ
れ
無
期
拘
禁
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者

と
、
有
期
の
懲
役
又
は
禁
錮
に
処
せ
ら
れ
た
者
は
そ
れ
ぞ
れ
刑
期
を
同
じ
く

す
る
有
期
拘
禁
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
と
み
な
す
。 

３ 

〔
略
〕 

 
 

 

附 

則 

（
拘
禁
刑
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
十
九
条 

〔
略
〕 

２ 

刑
法
施
行
日
以
後
に
お
け
る
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
二
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
旧
刑
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
に
規
定
す
る
懲
役
（
以
下

「
懲
役
」
と
い
う
。
）
又
は
旧
刑
法
第
十
三
条
に
規
定
す
る
禁
錮
（
以
下

「
禁
錮
」
と
い
う
。
）
に
処
せ
ら
れ
た
者
に
係
る
第
二
条
改
正
後
入
管
法
第

五
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
六
十
一
条
の
二
の
五
第
一
項
た
だ
し
書
及
び

第
六
十
一
条
の
二
の
九
第
四
項
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
無
期

の
懲
役
又
は
禁
錮
に
処
せ
ら
れ
た
者
は
そ
れ
ぞ
れ
無
期
拘
禁
刑
に
処
せ
ら
れ

た
者
と
、
有
期
の
懲
役
又
は
禁
錮
に
処
せ
ら
れ
た
者
は
そ
れ
ぞ
れ
刑
期
を
同

じ
く
す
る
有
期
拘
禁
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
と
み
な
す
。 

３ 

〔
略
〕 

 
 

 
  


